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⃝そのためには、 建設工事の請負契約の当事者双方が建設業法や建
設業法令遵守ガイドライン等で定められているルールを理解したう
えで、契約手続きの各過程でそのルールを守り、適正な取引を推
進していく必要があります。

⃝本ハンドブックは、下請負人へのしわ寄せの防止、労働者への適
切な賃金水準の確保なども踏まえ、適正な取引環境を構築するう
えで、守るべき契約上の主なルールを確認するための手引きとなっ
ていますので、広くご活用ください。

⃝建設工事は規模などに応じて、多くの建設業者が施工に関わること
となり、適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を促進するう
えで、工事に携わる建設業者が適正な請負契約のもとに健全な経
営状況であることが重要です。

⃝�建設業は、地域のインフラの整備やメンテナンス、災害が発生し
た際には最前線で応急復旧作業にあたるなど、地域社会の安心・
安全の担い手として国民生活を支える大きな使命・役割が求めら
れている産業です。

みんなで守る
適正取引!

はじめに

1章

⃝本ハンドブックは、難解な法律用語をさけて、できる限り平易な表
現としています。
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●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●
⃝�「労務費に関する基準」を踏まえた適正な労務費や市場価格を参考にした材料費、
「工期に関する基準」を踏まえた適正な工期になっているかなど、工事内容に応
じた適切な見積りとなっていることを確認しましょう。

⃝�「労務費転嫁指針」を踏まえ、当初契約や追加契約に伴う見積りに際しては、適
切に協議の場を設けて見積りのやりとりを行い、内訳が明示された見積書の内
容を考慮するように努めましょう。

□ �見積書の経費の内訳が○○工事一式といった曖昧な
　 記載になっていませんか。
□ �通常必要と認められる材料費等の額を下回るような見積りの変更

を求めていませんか。

✓

✓

⃝�工事の内容に応じた材料費、労務費等の経費について、数量や単価等の内訳
が記載されていない見積書を交付することは、建設業法上望ましくありません。

⃝�元請負人が工事代金を低く抑えるため、一方的に当該建設工事を施工するた
めに通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るおそれのある見積り
の変更を求めた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

見積書の数量や単価は内訳が記載されていますか？

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

チェック
ポイント 要注意

1

⃝�具体的な施工条件や業務分担を明確にするため、書面による見積条件の提示
と見積内容について十分に協議する期間が取られていることを確認しましょう。

⃝�元請負人と下請負人は工期や請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するお
それがあるときは、請負契約を締結する前に必要な情報を取引の相手方に通
知しましょう。

▶▶▶第３章P14～15、18～19もあわせてご確認ください。 ▶▶▶第３章Ｐ14～15、18～19もあわせてご確認ください。

□ �工事内容、工事着手及び工事完成の時期、支払時期及び
　 方法等の具体的内容の見積条件が提示されていますか。
□ �工事１件の予定価格の金額に応じた見積期間が設けられていますか。

✓

✓

⃝�見積条件の提示にあたって、元請負人が下請負人に対して具体的内容を提示しない場
合や、工期等に影響を及ぼす地盤沈下などの事象が発生するおそれがあると知りつつ、
その情報を提供しないまま契約した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

⃝�元請負人が下請負人の見積りを行うために必要な一定の期間を設けなかった場合
は、建設業法違反になります。

不明確な見積条件や短い見積提出期限になっていませんか？

細かいことは
後で決めるから
すぐに見積りを
出してよ！

工事内容が
よくわからないし、
すぐに見積りなんて
作れないよ・・

こんな取引条件に要注意！！2章

チェック
ポイント 要注意

A社
A社

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

Ａ社はこの額で
請けられるみたいだから
見積り出し直してよ！

具体的な根拠もなく
一方的に見積りの
変更を求められても

困るよ…
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4 5▶▶▶第３章P16～17もあわせてご確認ください。

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

チェック
ポイント 要注意

3

⃝�建設業法で定められた必要事項も含め、元請負人と下請負人の間で合意され
た事項を記載した契約書面を工事着工前に交わしましょう。

⃝�契約内容を変更する場合、工事内容、工期、請負代金額の精算方法などにつ
いて協議し、変更内容を記載した書面を改めて交わしましょう。

□ �工事着工前に契約を書面で交わしていますか。
□ �書面で交わされた契約内容は具体的な内容となっていますか。
✓
✓

⃝�工事契約は着工前に書面で行う必要があり、口頭契約などの書面を交わさない
契約や工事着工後に契約書面を交付する行為は、建設業法違反になります。

⃝�契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要であり、必要
事項を満たさない契約書面を交付した場合は、建設業法違反になります。

口頭契約や着工後の契約書交付になっていませんか？

支払日は？

請負代金は？

契約書なんて
いらないでしょ。
必要なら

後で作るけど。

契約条件が
わからないのに
工事着工は

したくないなぁ。

こんな取引条件に要注意！！2章

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

チェック
ポイント 要注意

4

⃝�工事内容、請負金額などの契約内容を総合的に検討し、「工期に関する基準」
を参考に、適正な工期で請け負うことができるのかを確認してから契約しま
しょう。

⃝�工期の延長や、それに伴う工事費用の増加が発生した際に、元請負人としっか
り協議できるよう、当初契約で協議方法などを明確に定めておきましょう。

□ �長時間労働により施工することを前提とした短い期間を 
工期とした契約をしていませんか。

□ �工期などの契約内容が変更になった場合に、元請負人と下請負人は、
双方対等な立場において協議を行っていますか。

✓

✓

⃝�時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働により施工することを前提と
した短い期間を工期とする請負契約を締結した場合は、建設業法違反になります。

⃝�下請負人の責めに帰すべき理由がなく、当初契約で定めた工期が延長になり、
工事費用が増加したにも関わらず、下請負人からの協議に応じず、書面による
変更契約を締結しなかった場合は、建設業法違反になります。

契約工期が通常よりもかなり短い期間になっていませんか？

ポンポ
ン

発注者への引渡しが
迫っているから、

この工期でお願いね！

そんなに短い工期では
現場で働いている人達が
長時間の残業に
なってしまうなぁ。



こんな取引条件に要注意！！2章
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●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

⃝�使用資材等について購入先等の指定を行う場合には、あらかじめ見積
条件としてそれらの項目を提示しましょう。

□ �下請契約の締結後に使用資材等の購入先を
　 指定していませんか。
✓

⃝�下請契約の締結後に使用する資材や機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定し
た結果、下請負人が予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなっ
た場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

⃝�下請契約の締結後に指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入し
ていた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面や信用面における損害を受け、販売店
との関係が悪化した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

契約後に使用する資材や機械の購入先を指定されていませんか？6

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

チェック
ポイント 要注意

5

□ �協議することなく一方的に提示された請負代金で契約をして
　 いませんか。
□ �通常必要と認められる原価に満たないような請負代金の契約となっ

ていませんか。

✓

✓

⃝�元請負人が下請負人と十分な協議をせず、又は協議に応じず、一方的に請負代金
の額を決定し、契約を締結させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
インボイス制度が開始し、免税事業者との取引においては特に注意が必要です。

⃝�元請負人が地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負
代金で下請負人と契約した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

契約金額が協議なく一方的に決められていませんか？

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

この金額で
お願いね！

じゃないと次から
取引しないよ。

協議もしないで
一方的に原価割れした
契約金額を決められても

困るよ…

⃝�施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的な請負代金とな
るように協議のうえ契約しましょう。

⃝�工事内容に応じた材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費などが見積書
において内訳明示され、それらの経費を尊重した請負代金であることを確認
のうえ契約しましょう。

要注意チェック
ポイント

Ｚ社

資材はＺ社から
購入してよ！

既にＸ社から
購入済みだから

今頃になって購入先を
指定されても困るよ…



こんな取引条件に要注意！！2章
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●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

7

□ �やり直し工事が発生した場合の責任や費用負担について、
　 契約書面において明示されていますか。
□ �やり直し工事について、下請負人の責めに帰すべき理由がないに

も関わらず、一方的に費用負担を求められていませんか。

✓

✓

⃝�やり直し工事となった責任や費用負担を明確にしないまま、元請負人が下請負
人に費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

⃝�下請負人の責めに帰すべき理由がないにも関わらず、元請負人が下請負人にや
り直し工事の費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれが
あります。

やり直し工事費用を一方的に押しつけられていませんか？

やり直し費用は
そっち持ちで
お願いね！

元請けの指示通りに
施工したのに

一方的に費用負担を
求められても困るなぁ。

⃝�予めやり直し工事が発生した場合の取り決めについて協議しておき、合意した
内容については責任関係を明確にするために契約書面へ記載しましょう。

⃝�やり直し工事の責任や発生経緯を整理して、やり直しに必要となる費用について
元請負人と下請負人の間で協議したうえで、必要に応じ契約変更をしましょう。

要注意チェック
ポイント

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

8

□ �工事完成・引渡し後、保留金のない支払いがされていま
　 すか。
□ �支払期日は、元請負人が注文者より支払いを受けてから１月以内、

又は引渡し申し出から50日以内となっていますか。

✓

✓

⃝�工事目的物の完成引渡し後に、正当な理由がなく、長期間にわたり保留金とし
て工事代金の一部を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

⃝�元請負人が注文者から支払いを受けた日から1月以内、又は下請負人の引渡し
申出日から50日以内のどちらか早い方で下請代金を支払わない場合は、建設
業法違反になるおそれがあります。

支払期日が守られていますか？

請求書

合計×××××円

こちらの仕事が
完了するまでは、
支払わないよ。

こちらは完成引き渡しが
済んでいるから
早く支払いをして
欲しいのに・・

⃝�工事完成・引渡し後、請負代金の支払いを留保することなく、建設業法で定め
られた支払時期内の日付で支払期日が設定されていることを確認しましょう。

⃝�請負代金の支払いは、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り
短くし、早い時期に支払われるように協議しましょう。

▶▶▶第３章P20～21もあわせてご確認ください。

チェック
ポイント 要注意



こんな取引条件に要注意！！2章
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チェック
ポイント 要注意

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

9

□ �見積条件や契約書面に差引額について明らかになっている
　 ことを確認したうえで、お互いが協議・合意をしていますか。
□ �請負代金から一方的に、根拠が不明確な諸費用を差し引かれたり、

過大な費用が差し引かれたりしていませんか。

✓

✓

⃝�見積条件や契約書において差引額に関する事項を明示しなかった場合は、建設
業法違反になるおそれがあります。

⃝�双方の協議・合意がなく、元請負人が一方的に根拠不明確な諸費用を差し引い
たり、実費より過大な費用を差し引いた場合は、建設業法違反になるおそれが
あります。

協議もなく一方的に支払代金を差し引かれていませんか？

支払金から
現場の諸経費を
差し引いたよ！

現場の諸経費を
差し引くなんて
聞いてないよ・・

⃝�工事で生じた建設副産物（建設発生土・産業廃棄物）の運搬費及び処理費、
現場の清掃費、安全協力費などの費用負担の分担を明確にし、請負代金から
差し引く事項を書面で確認しましょう。

⃝�差引額について透明性が確保されるよう、算定根拠や使途等を明らかにして、
元請負人と下請負人が合意のうえで請負代金の支払いに反映しましょう。

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

チェック
ポイント 要注意□ �手形期間が60日以内となっていますか。

□ �割引料等のコストが下請負人の負担となっていませんか。
✓
✓

⃝�手形期間が60日を超える長期手形を交付した場合、割引困難な手形と認めら
れる場合があり、建設業法違反になるおそれがあります。

⃝�手形を交付する場合には、現金化にかかる割引料等のコストについて下請負人
の負担とすることがないよう、十分な協議が必要です。

割引困難な長期手形で支払われていませんか？10

90日代金は90日の
約束手形で
支払うから！

そんな長期手形では
割り引くのが
難しいよ…

⃝�手形期間は60日以内で、できる限り短い期間内として、割引料等のコストを
下請負人が負担することのないように協議しましょう。

⃝�下請代金はできる限り現金払いとし、現金払いと手形払いを併用する場合で
も、少なくとも労務費相当分は現金払いとするように協議しましょう。

⃝�令和８年度の手形の利用廃止等に向けて、振込払い等への移行を進めましょう。

▶▶▶第３章P21もあわせてご確認ください。



こんな取引条件に要注意！！2章
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チェック
ポイント 要注意

●●●●こんな取引を目指しませんか？●●●●

□ �工期の変更や請負金額の変更に関する規定、またその額の 
算定方法は、契約書面に明示されていますか。

□ �追加費用の分担や工期の延長について、元請負人から協議を拒否
されていませんか。

✓

✓

⃝�原材料費等の高騰や資材不足など双方の責めに帰さない理由により、請負代金
の額や工期の変更が発生している状況で、元請負人が下請負人からの協議に正
当な理由なく応じず、必要な変更契約を行わなかった場合は、建設業法違反に
なるおそれがあります。

価格転嫁・工期変更は認められていますか？

⃝�契約締結にあたっては、請負代金の変更に関する規定及び工期の変更に関す
る規定を適切に設定・運用しましょう。

⃝�原材料費等の高騰や資材不足などの背景を整理し、双方の協議の上、適切に
変更契約をしましょう。

11

資材高騰

契約書
××,×

××円

××,×
××円

××,×
××円

××,×
××円

材料不足

変更契約の協議は
できないよ！

協議のテーブルに
着いてほしいのに…

▶▶▶第３章P18～19もあわせてご確認ください。

●●●●困った時には相談を！●●●●

チェック
ポイント 要注意□ �不当に使用資材等の購入を強制されたと通報したことを 

理由に、下請代金を一方的に減額されていませんか。
□ �正当な理由なく長期支払保留を受けたと通報したことを理由に、取

引を停止されていませんか。

✓

✓

⃝�不当に低い請負代金などの違反行為を、下請負人が国土交通大臣等に通報した
ことを理由として、不利益な取扱いをした場合は、建設業法違反になるおそれ
があります。

不利益な取扱いはされていませんか？12

⃝�不利益な取扱いを受けたなど、建設業法違反のおそれがある場合は、許可行
政庁の問い合わせ窓口等に相談しましょう。

国
交
省

国交省代金減額！
取引停止！

駆け込み
ホットラインに
通報しよう

▶▶▶第３章P24～25もあわせてご確認ください。
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建設工事の請負契約締結にあたって事後のトラブルを回避するためには、見積り
の段階において、取引条件を当事者間で明確にし、しっかりと協議することが重
要です。また、見積書とその打合せ記録は１０年間保存することが必要です。

▶▶見積条件を提示する際は、以下の１4の項目を示す必要があります。
【建設業法第20条第3項】

取引条件を明確にしましょう

❶ 工事内容

❷ 着手及び完工の時期

❸ 工事を施工しない日又は時間帯

❹ �請負代金支払の時期及び方法

❺ �当事者の申し出があった場合
における工期の変更又は損害
の負担及びそれらの算定方法

❻ �天災等不可抗力による工期の
変更又は損害の負担及びその
額の算定方法

❼ �価格等の変動又は変更に基づ
く工事内容の変更又は請負代
金の額の変更及びその額の算
定方法

❽ �第三者損害の賠償金の負担

❾ �貸与資材等の内容及び方法

❿ �工事完成検査の時期及び方法
並びに引渡しの時期

⓫ �工事完成後における請負代金
の支払の時期及び方法

⓬ �工事目的物の契約不適合責任
または契約不適合責任に関す
る保証等の措置に関する内容

⓭ �履行遅滞、債務不履行の場合
における遅延利息、違約金そ
の他の損害金

⓮ 契約に関する紛争の解決方法

見積条件の提示に必要な事項見積条件の提示に必要な事項

見 積 ル ルーの

【建設業法第２０条第１項】

❶ 500万円未満… ………………………………………… 中１日以上
❷ 500万円以上5,000万円未満… ……………………… 中10日以上
❸ 5,000万円以上… ……………………………………… 中15日以上

見積書の作成において、工事の種別ごとに①材料費②労務費③法定福利
費（事業主負担分）④安全衛生経費⑤建設業退職金共済掛金⑥必要とな
る作業日数　は内訳を明示するように努めなければなりません。

見積りに必要な期間見積りに必要な期間

材料費等を記載した見積書の作成材料費等を記載した見積書の作成

見積条件の書面
を渡すので

内容を確認のう
え

見積りして下さ
い。

わかりました。内容に不明な点があれば質問します。

【建設業法施行令第5条の9】
▶▶工事１件の予定価格に応じた見積期間を設定しなければなりません。

注文者
見積り提出

見積り
変更依頼

著しく低い
材料費等は禁止

受注者

◆�受注者から交付された「材料費等記載見
積書」の内容を考慮するよう努力義務

◆�「材料費等記載見積書」を作成するよう努力義務

◆�「材料費等記載見積書」の材料費等につ
いて、通常必要と認められる額を著しく
下回るような見積り変更依頼を禁止

◆�「材料費等記載見積書」の材料費等について、通常
必要と認められる額を著しく下回るような見積りを
禁止

工事種別ごとの労務費・材料費、「工事従事者による
適正な施工確保に不可欠な経費」を記載した見積書
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　取引内容を書面に残しましょう
契約当事者の間で合意された取引条件を着実に実行するためには、書面に合意事
項を記載し、相互に交付して保存することで、契約内容を確認できるようにしてお
くことが重要です。

▶▶次の１5項目が契約書に必要な項目です。【建設業法第19条第1項】

❶ 工事内容

❷ 請負代金の額

❸ 着手及び完工の時期

❹ �工事を施工しない日又は時間帯

❺ �請負代金支払の時期及び方法

❻ �当事者の申し出があった場合
における工期の変更又は損害
の負担及びそれらの算定方法

❼ �天災等不可抗力による工期の
変更又は損害の負担及びその
額の算定方法

❽ �価格等の変動又は変更に基づ
く工事内容の変更又は請負代
金の額の変更及びその額の算
定方法

❾ �第三者損害の賠償金の負担

❿ �貸与資材等の内容及び方法

⓫ �工事完成検査の時期及び方法
並びに引渡しの時期

⓬ �工事完成後における請負代金
の支払の時期及び方法

⓭ �工事目的物の契約不適合責任
または契約不適合責任に関す
る保証等の措置に関する内容

⓮ �履行遅滞、債務不履行の場合
における遅延利息、違約金そ
の他の損害金

⓯ �契約に関する紛争の解決方法

契約に必要な事項契約に必要な事項
契約書の交付の他、注文書及び請書による相互交付も認められますが、
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
なお、基本契約書又は、契約約款は左記15項目のうち、❺〜⓯の事項が
記載されている必要があります。

契約書面の締結方法契約書面の締結方法

工事着工前に
合意した内容を書面にして
お互いに持ち合いましょう。

請負契約書
1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工期
・・・ A社　代表取締役　○○　　㊞

B社　代表取締役　○○　　㊞

○ 基本契約書　＋　注文書・請書

基本契約書

A社　代表取締役　○○○○㊞
B社　代表取締役　○○○○㊞

注文書

A社　代表取締役　○○○○㊞

B社　殿

請書

B社　代表取締役　○○○○㊞

A社　殿

○　契約約款　＋　注文書・請書

契約約款 契約約款

注文書

A社　代表取締役　○○○○㊞

B社　殿

請書

B社　代表取締役　○○○○㊞

A社　殿
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価格転嫁や工期変更の協議を円滑にするため、契約前に資材高騰等のリスク（お
それ情報）を通知し、注文者・受注者の双方で共有しておくことが重要です。

契約前に資材高騰等のリスクを双方で共有しましょう

受注者注文者
「資材高騰等のおそれ」

通知する義務

!

受注者注文者 誠実な協議の努力

「変更方法」に従って
請負代金変更の協議

なお、事前通知がなかったことのみでは、協議を拒む理由にはならない
➡ 契約上の「変更方法」に基づき適切に協議

※公共工事においては、公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約及び各発注者が定
める運用基準に基づき誠実な協議を行うことが原則であることに留意しましょう。

資材高騰等が
顕在化したとき

第◯条　請負代金の　変更方法
・材料価格に著しい変動を生じたときは、受注者は、請負
代金額の変更を請求できる。

・変更額は、協議して定める。協議に当たっては、工事に
係る価格等の変動の内容その他の事情等を考慮する。

契約書（イメージ）

契約前

契約後

そうですね、

価格高騰が顕在
化したら

変更契約しまし
ょう

昨今の市場価格の変動をみると、生コンの価格が高騰しそうですね

請負代金等の「変更方法」も契約書に記載
「契約変更を認めない」契約も、契約書の法定記載事項として認められません。

おそれ情報の通知（受注者）
契約前に、資材高騰等のリスクを注文者・受注者の双方が共有することで、契約後、
実際に発生した場合の変更協議が円滑化されます。
「おそれ」情報の具体的内容

天災などの自然的又は人為的な事象により生じる、
・主要な資機材の供給の不足／遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の工種における労務の供給の不足又は価格の高騰
※契約時に未発生の自然的事象に起因する事象については、基本的に通知義務の対象外

「おそれ」情報の通知方法
・�受注者の通常の事業活動において把握できる、一定の客観性を有する統計資料等※に裏

付けられた情報が根拠
※国や業界団体の統計資料、報道記事、下請業者・資材業者の記者発表など
・書面又はメール等の電磁的方法により、見積書交付等のタイミングで通知

誠実協議（注文者）
注文者は、受注者の協議申出に対して、協議のテーブルに着いたうえで、変更可否に
ついて説明する必要があります。
「誠実」に協議に応じていないと思われる例

・協議の開始自体を正当な理由なく拒絶すること
・協議の申出後、合理的な期間以上に協議開始をあえて遅延すること
・受注者の主張を一方的に否定or十分に聞き取らずに協議を打ち切ること
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契約内容を履行した対価として、契約において合意された請負代金の支払が確
実に実行されるよう、建設業法で定められた支払期日を把握することが重要で
す。

　支払期日を把握しましょう

【建設業法第２４条の３】

元請負人が注文者から出来高払又は竣工払を受けたときは、下請負人に対
して、元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人
が施工した出来形部分に相応する下請代金を、支払いを受けた日から１月
以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。

出来高に応じた支払出来高に応じた支払

下請負人

元請負人

注文者

支払いを
受けた日から
1月以内に
支払う

出
来
高
払
又
は
竣
工
払

出
来
高
払
又
は
竣
工
払

⃝�元請負人は下請負人から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算し
て、50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。

「特定建設業者の元請負人」と「資本金4,000万円未満の「特定建設業者の元請負人」と「資本金4,000万円未満の
一般建設業者の下請負人」の取引における支払一般建設業者の下請負人」の取引における支払

⃝��下請代金の支払いにおいて手
形期間が60日を超える、割引
困難であると認められるおそ
れのある長期手形を交付して
はいけません。

※�特定建設業者が注文者から代金
を受取っている場合

① �注文者から支払を受けた日か
ら1月以内

② 引渡し申出日から50日以内
①か②のどちらか早い方で支払う
必要があります

【建設業法第２４条の6】

引渡しの申出日から
50日以内に支払う

元　請
特定建設業者

下　請
資本金4,000万円

未満の一般建設業者等

支 払 期 日

代 金 請 求

工事目的物の
引渡しの申出

引渡し

代金支払

○月×日に
支払いを受けた

ので

来月×日までに

お支払いします
。

よろしく
お願いします。
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発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、

施工体制台帳等を作成する義務があります。
【建設業法第24条の8】

工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けること
及び以下のことが義務付けられています。

所定の記載事項と添付書類から成り立っています。
また、工事に従事する者に関して、作業員名簿を作成する必要があります。

施工体制台帳

施工体制台帳等の作成を通じて元請負人が現場の施工体制を把握し、施工上の
トラブル防止、技能者の役割を明確化、重層下請構造の把握等を行い、適正な
施工を確保することが重要です。

施工体制を把握する書類を作成しましょう

添付
書類

❶ 発注者との契約書の写し
❷ 下請契約書の写し
❸ �主任技術者・監理技術者等関係の書類（資格、雇用関係を証する書面）

⃝��公共工事：発注者に写しを提出する必要があります※。
⃝��民間工事：発注者が閲覧を請求した際は、閲覧に供する必要があります。

⃝公共工事：下請契約を締結したとき
⃝民間工事：�下請代金額の総額が 5,000 万円（建築一式工事にあって

は、8,000 万円）以上となったとき

※�公共工事において、工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術の利用により確認すること
ができる場合には、施工体制台帳の提出を求めないこととされました。

再下請負通知書
施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人となった者は、その工事を
更に他の者に請け負わせる場合に作成義務が生じ、元請負人に対して提出
する必要があります。

施工体系図
各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成する図になります。

工期中は工事現場の以下の場所に掲示が義務付けられています。デジタル
サイネージ等の ICT 機器を活用した施工体系図の掲示も可能です。

⃝��公共工事：�工事現場の工事関係者が見やすい場所 
公衆の見やすい場所

⃝��民間工事：工事関係者が見やすい場所

施工体制台帳の
作成等について
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国土交通省では以下の各種相談窓口等を設けております

建設業フォローアップ相談ダイヤル建設業フォローアップ相談ダイヤル
建設業に関する様々な相談を受け付けます！建設業に関する様々な相談を受け付けます！

TEL	0570-004976

【受付時間】	 10:00 ～ 12:00,13:30 ～ 17:00
		  （土日、祝日、閉庁日を除く）
通話料は発信者の負担となります

⃝�労務単価、品確法の運用指針、社会保険加入対
策などの建設業に関する様々な相談を総合的に
受け付けます。

⃝�加えて、建設業法令遵守ガイドラインの内容や、
取引に関する法令上の規定などを確認したい場
合の相談も受け付けます。

建設業フォローアップ相談ダイヤル 検　索検　索

⃝�下請負人が、元請負人から不当な資材等の購入強制、正当な理由がない長期の支払保留など、
建設業法に違反するおそれがある行為を受けたとして監督行政庁に通報したことを理由に今後
の取引を停止するなど、不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

建設業法違反通報窓口建設業法違反通報窓口
―駆け込みホットライン――駆け込みホットライン―

建設業フォローアップ相談ダイヤル

国土交通省では、品確法の運用指針の趣旨の現場への浸透や適切
な受発注者関係の構築に向け、「品確法の運用指針」や「新労務単価」、
「建設業における社会保険加入対策」、「資機材価格の高騰等による価
格転嫁」などの相談を総合的に受け付ける窓口を開設し、元請事業者、
下請事業者、技能労働者など、様々な立場の皆さんの現場の生の声
や情報を聞かせていただいてきたところです。
令和７年４月２４日より、メールの受付アドレスが変更になっておりま
す。本リーフレットに記載のアドレスをご利用ください。

国 土 交 通 省
不動産・建設経済局 建設業課

建設工事をめぐる元請下請間等の請負契約に関するトラブル相談窓口のご案内

その他の建設業法に関するお問い合わせ窓口

各許可行政庁の連絡先は国土交通省ホームページでご確認いただけます。

建設業取引適正化センター建設業取引適正化センター
トラブルを解消して、健全な取引をしよう！トラブルを解消して、健全な取引をしよう！

【受付時間】	 9:30 ～ 17:00（土日、祝日及び 12/29 〜 1/3 を除く）

  建設業　許可行政庁一覧 検　索検　索

⃝�元請・下請間等の取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからない」という
方には、その解決に向けての方法をアドバイスし、「どこに相談したら良いかわからない」
という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機関等をご紹介します。

TEL	 03-3239-5095　
FAX	 03-3239-5125
E-mail:tokyo@tekitori.or.jp

TEL	 06-6767-3939　
FAX	 06-6767-5252
E-mail:osaka@tekitori.or.jp

センター

大阪

センター

東京

建設業法に関するお問い合わせ等は、地方整備局等や建設業法に関するお問い合わせ等は、地方整備局等や
都道府県の建設業許可担当部署も併せてご活用下さい都道府県の建設業許可担当部署も併せてご活用下さい

建設業法及び各種ガイドラインのご確認は国土交通省ホームページ等で建設業法及び各種ガイドラインのご確認は国土交通省ホームページ等で
ご確認いただけますご確認いただけます

相談料
無料

建設業取引適正化センター 検 索検 索

建設業法

建設業法令遵守
ガイドライン

工期に関する
基準

建設工事標準
請負契約約款

第三次・担い手３法
ポータルサイト

労務費の適切な転嫁
のための価格交渉に
関する指針

労務費に関する
基準ポータルサイト

建設業法令遵守
ポータルサイト

⃝�建設業法に係る違反行為の通報を受け付け
ます。

⃝�法令違反の疑いがある建設業者には、必要
に応じ立入検査などを実施し、違反行為が
あれば指導監督を行います。

駆け込みホットライン 検　索検　索

TEL 0570-018-240
【受付時間】10:00 ～ 12:00,13:30 ～ 17:00
		  （土日、祝日、閉庁日を除く）
通話料は発信者の負担となります

情報収集フォーム 建設業相談窓口ナビ

365日、24時間、いつでも、どこからでも
情報収集フォームから違反情報の提供が可能です！

詳細は裏面をご覧ください

建設業法違反はありませんか？

あなたの周りに

建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」

建設業法以外の内容に関する通報が増えております

「建設業相談窓口ナビ」にて建設業法違反のおそれがある取引行為かご確認ください。

まずはチェック！

建設業相談窓口ナビ
https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo/support-navi

https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo/
support-navi

情報収集フォームからの提供が難しい場合は、引き続き管内の地方整備局等にて電話（0570-018-240）による通報を受け付けております。
ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

受付時間は、10:00〜12:00、13:30〜17:00（土日・祝祭日・閉庁日を除く）

https://www.mlit.go.jp/form/index.php?f=kakekomi-hl.html

https://www.mlit.go.jp/form/index.php
?f=kakekomi-hl.html

提供者に不利益が生じないように情報を取り扱います

駆け込みホットライン

情報収集フォーム

「駆け込みホットライン」で受け付ける建設業法違反事例

＜建設業法違反のおそれがある取引行為の情報を受け付けます＞

60日を超える「割引困難手形」で
下請代金が支払われた。

著しく短い工期や原価割れの

契約を締結させられた。

見積書に記載した労務費などを

一方的に減額された。

一方的に請負代金や工期を決定

され、協議に応じてもらえない。

無許可業者と500万円以上の
下請契約を締結している。

営業所や工事現場に必要な

技術者が設置されていない。

書面契約を交わしてくれない。

あらかじめこちらをご確認のうえ通報ください

建設業法違反疑義者情報 (必須)
本店所在地、商号又は名称、代表者名、許可区分、許可番号

建設業法違反疑義内容 (必須)
契約書面不作成、見積りのやりとりにおける労務費の減額、時間外労働規制に反するような短い工期設定等

具体的な建設業法違反疑義内容について (必須)
いつ、どこで、だれが、何をしたか、経緯等

工事情報 (任意)
工事名、施工場所、工事代金（税抜）、工期

関係資料 (任意)
契約書、見積書、交渉記録、監理技術者証等の資料等

建設業法違反のおそれがある取引上の行為かどうか「建設業相談窓口ナビ」で確認

建設業相談窓口ナビ 国土交通省
建設業法以外の内容に関する通報が増えております。

まずは「建設業相談窓口ナビ」にてご確認ください。
検索

元請・下請間の取引に関する契約トラブルの相談窓口

建設業取引適正化センター 検索
東京 TEL：03-3239-5095 E-mail: tokyo@tekitori.or.jp
大阪 TEL：06-6767-3939 E-mail: osaka@tekitori.or.jp


